資 格 者 等 の 配 置 予 定 に 関 す る 調 書

対象件名 ：
	資　　格　　者　　の　　要　　件
	基準人員数
	配置予定者氏名　

	①
	主任技術者

（下水道法第２２条第２項の有資格者）
	1
	

	②
	第２種電気工事士以上の資格を有する電気技術者
	1
	

	③
	酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者
	1
	

	④
	小型移動式クレーン運転技能講習以上の修了者
	1
	

	⑤
	玉掛け技能講習修了者
	1
	


注）１　表中①から⑤までの各資格者については、自社社員の中から選定してください（申請日において当該資格者が３か月以上雇用関係のある自社社員であることを証明する書類（事業所名の記載がある健康保険情報（「資格情報のお知らせ」、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」ＰＤＦ、資格確認書、旧健康保険証の写しに３か月以上継続雇用している旨を補記したもの）（保険者番号・被保険者記号番号等を黒塗り）、住民税特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証、源泉徴収票等（事業所名の記載がないなど、１つの書類で十分に確認できない場合は、複数の書類を組み合わせてください。）が必要です。）
注）２　配置予定の資格者は重複可能とし、免許の写し等、それを確認できる資料を添付してください。
注）３　資格者等の配置予定に関する調書に記載された者と異なる者の配置は、死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合で、同等以上の技術力を有する者への交代であるときを除いて認められません。

また、履行期間中の交代は、次のいずれかの場合を除いて認められません。

ア　死亡、傷病、被災、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合で、同等以上の技術力を有する者への交代であるとき。

イ　受注者の責によらない大幅な履行期間延長があった場合、履行期間が多年に及ぶ場合等で、業務の継続性、品質確保等に支障がなく、同等以上の技術力を有する者への交代であり、受発注者間で協議して合意したとき。
　以上のとおり相違ありません。
　なお、契約の締結に際しては、この調書の定めるところにより適正な履行体制を確保することを誓約します。

令和　　年　　月　　日

住所又は所在地
商号又は名称
代表者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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